
令和７年度八千代市教育委員会第７回定例会 

 

 

令和７年１０月７日 

午 後 １ 時 ３ ０ 分 

 

 

議  事  日  程  

 

１  開会 

 

２  会議録署名人の指定 

 

３  令和７年度教育委員会第６回定例会会議録の承認 

 

４  報告事項 

 （１）教育長報告 

（２）各課報告 

 

５  議事 

  議案第１号 八千代市立小学校，中学校及び義務教育学校の通学区域に関

する規則の一部を改正する規則の制定について 

議案第２号 附属機関の委員の委嘱について 

（八千代市通学区域審議会委員） 

議案第３号 八千代市教育委員会教育功労者表彰について 

 

６  閉会 

 

 

 

 

  



 
 

【教育長報告】  

１ 令和７年第３回八千代市議会定例会について  

 

【各課報告】  

１ 教師の日について（指導課）…資料１  

２ 令和８年八千代市成人式について（生涯学習振興課）  

３ 審議会等の開催状況について  

（八千代市社会教育委員会議）（生涯学習振興課）…資料２  

４ 第２３回八千代川柳大会について（文化・スポーツ課）  

５ 八千代市指定文化財「勝田の獅子舞」・「佐山の獅子舞」について  

 （文化・スポーツ課）…資料３  
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議案第１号  

 

八千代市立小学校，中学校及び義務教育学校の通学区域に関する規則の

一部を改正する規則の制定について  

八千代市立小学校，中学校及び義務教育学校の通学区域に関する規則の一部

を改正する規則を次のように制定する。  

令和７年１０月７日提出  

 

八千代市教育委員会      

教育長 嶺 岸 秀 一    

 

八千代市立小学校，中学校及び義務教育学校の通学区域に関する規則の  

一部を改正する規則 

八千代市立小学校，中学校及び義務教育学校の通学区域に関する規則（平成  

２１年八千代市教委規則第１号）の一部を次のように改正する。 

別表の１小学校の表八千代市立西高津小学校の項中「大和田新田の一部，」  

を「大和田新田の一部及び」に改め，  「  ，緑が丘西２丁目１２番２及び緑が丘  

西２丁目１２番１６」 を削り，同表八千代市立みどりが丘小学校の項中「緑が  

丘西１丁目６番地～緑が丘西１丁目１７番地，緑が丘西２丁目の一部，」及び  

「及び吉橋の一部」を削り，同表に次のように加える。  

八千代市立みど

りが丘第二小学

校  

緑が丘西１丁目６番地～緑が丘西１丁目１７番地，緑

が丘西２丁目及び吉橋の一部  

  附 則  

この規則は，令和８年４月１日から施行する。  

 

提案理由  

みどりが丘第二小学校の通学区域を設定するため，規則を改正いたしたい。 
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議案第２号  

 

   附属機関の委員の委嘱について  

附属機関の委員に下記の者を委嘱したいので，ご承認願いたい。 

令和７年１０月７日提出  

八千代市教育委員会      

教育長 嶺 岸 秀 一    

 

記  

 

１ 八千代市通学区域審議会委員  

委員の任期満了に伴い，次期委員を委嘱したい。  

 任期：令和７年１０月１３日～令和９年１０月１２日  

区分  氏名  経歴・職業  備考  

小中義務教育  
学校長 

山本 正義  八千代市立大和田小学校長  再任 

中村 史子  八千代市立大和田中学校長  再任 

小中義務教育  
学校  

PTA 役員  

服部 直也  八千代市立  
大和田西小学校 PTA 会長  

再任 

森 千恵子  八千代市立  
八千代中学校 PTA 会長  

再任 

大野 力  八千代市立  
村上東中学校 PTA 会長  

再任 

 

学識経験者  

 

村山 和一  
八千代市スポーツ推進委員  

協議会会長  
再任 

鷹野 元嗣  勝田台幼稚園長  再任 

綱島 照雄  
八千代市社会福祉協議会  

会長  
再任 
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議案第３号  

 

八千代市教育委員会教育功労者表彰について 

八千代市教育委員会表彰規程に基づき，下記の者を教育功労者として表彰い

たしたい。  

令和７年１０月７日提出  

 

八千代市教育委員会      

教育長 嶺 岸 秀 一    

 

記  

個人表彰  

 ⑴ １５年以上職員として勤務し，勤務成績が特に優秀であった者  

山本 正義  （大和田小学校長）  

目黒 英樹  （勝田台南小学校長）  

村上 恒和  （萱田小学校長）  

越川 多佳美 （萱田南小学校長）  

熊谷 俊彦  （勝田台中学校長）  

平山 昌広  （村上中学校長）  

小林 佳代子 （八千代台小学校教諭）  

高田 克巳  （八千代台西小学校教諭） 

平瀬 純子  （新木戸小学校教諭）  

目黒 弘美  （八千代中学校教諭）  

齋木 洋子  （勝田台中学校教諭）  

平田 春夫  （八千代台西中学校教諭） 

腰地 左千枝 （萱田小学校養護教諭）  

髙橋 千恵子 （阿蘇米本学園事務長）  
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   ⑵ 表彰することが適当と認められる功績があった者  

鳥羽 佐知子 （八千代市芸術文化協会理事）  

豊浦 いまゑ （八千代市卓球連盟理事） 

綿貫 啓一  （八千代市文化財審議委員） 

会田 智美  （八千代市スポーツ推進委員協議会理事） 

 

団体表彰  

 ⑴ 学校教育または社会教育の振興について，その功績が顕著であったもの  

八千代ロータリークラブ （会長 中島 貞好） 
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令和 7年度 「教師の日」教育長学校訪問および各学校の取組(抜粋) 

  
教育長からのサプライズプレゼント  山本校長へ金メダルプレゼント(大小) 金メダルをかけてもらう高原校長 

   

平山校長を囲んで座談会(村中)   ワッペンを受け取る目黒校長(勝南小)   体育祭の熊谷校長訪問(勝中) 

   

小学 1年生の授業見学(大小) 授業参観する教育長(勝南小)「教師の日」児童集会(大南小) 「教師の日」の説明 

    

感謝を述べる児童(大小)   花束を渡す児童(八小)  担任に花束を渡す(八小)  校長先生に感謝する児童    

      

宍浦校長先生へ(八小)    越川校長先生へ(萱田南小)  村上校長先生へ(萱田小)  花束を贈られ喜ぶ教員 

報告資料１
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報告資料２ 

 

令和７年度社会教育委員会議 開催結果 

 

開催日時 令和７年９月２４日（水） 午後２時００分～３時２５分 

開催会場 八千代市教育委員会庁舎 ２階 大会議室 

議  題 

（１）委員長・副委員長の選出について 

（２）社会教育関係団体への補助金について 

（３）その他 

   ・視聴覚教材センター規則の廃止について 

出席者名 

出席委員 片寄 朗   委員長 （家庭教育向上に資する者） 

惠 芙久子  副委員長（学識経験者） 

土𣘺 智子  委員  （学校教育関係者） 

山本 正義  委員  （学校教育関係者） 

鈴木 洋子  委員  （社会教育関係者）          

横地 清美  委員  （社会教育関係者） 

赤﨑 有紀子 委員  （家庭教育向上に資する者） 

小宮 健   委員  （学識経験者） 

野見山 通済 委員  （市民） 

 

事務局  石原 雄二  （教育次長） 

井澤 延浩  （生涯学習振興課長） 

     岡﨑 智   （生涯学習振興課公民館担当主幹） 

岩﨑 乃吏子 （生涯学習振興課図書館担当主幹） 

大野 光弘  （文化・スポーツ課長） 

     花嶋 政彦  （生涯学習振興課副主幹）        

江尻 浩太  （生涯学習振興課主査） 

高橋 和也  （生涯学習振興課主査） 

     長岡 将史  （生涯学習振興課主査補） 

清宮 孝紀  （文化・スポーツ課主査） 

公開又は非公開の別 公開 

傍聴人定員及び傍聴人数 ０人／定員５人 

所管課名 教育委員会生涯学習振興課 
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※議題資料抜粋 

（２）社会教育関係団体への補助金について 

 

対象事業 補助率 限度額 交付決定金額 

子ども会活動の普及等のために行う事業 50/100 350,000 円 350,000 円 

PTA 活動の普及等のために行う事業 50/100 120,000 円  

スポーツ団体活動の普及等のために行う事業 100/100 6,102,000 円 6,102,000 円 

レクリエーション団体活動の普及等のために行う事業 50/100 300,000 円 300,000 円 

少年少女交歓会を開催する事業 50/100 100,000 円 70,000 円 

国際少年スポーツ大会を開催する事業 50/100 800,000 円  

 

 

（３）その他 視聴覚教材センター規則の廃止について 
 

【現状】 

  ・規則の目的 

    視聴覚機器(映写機，録音・録画機，OHP その他)ならびに教材(フィルム，テープその

他)を整備保管し，学校教育社会教育の利用に供し，教育の近代化と教育効果の向上をは

かる。 

 ・現状 

八千代市では，１６ミリ映写機・スライド映写機・ＯＨＰ・１６ミリフィルムなどを保

管しているが，インターネットやデジタル技術を活用した機器が普及したため，需要が

なくなっている。 

近年の状況と目的の主旨が整合していない。 

 

【方針】 

  ・一定の役割は，終えたものとし，一旦規則を廃止することで協議を進めたい。 

※なお，老朽化した機器等を処分するものの，歴史的・文化的価値のある教材やその再生

機器については，他部署への移管を協議。 

また，現在もニーズの高い機器については，生涯学習振興課で貸出しを継続。 

 

【教材保有数】   

・16 ミリフィルム 278 本 

・ビデオテープ 341 本 

・ＣＤ 234 枚 

・ＤＶＤ 78 枚 

 

【近隣市の状況】 

  ・設置 

   千葉市，習志野市，佐倉市 

・廃止済 

   船橋市，印西市，白井市 



報告資料３ 

 八千代市指定文化財「勝田の獅子舞」，「佐山の獅子舞」開催報告 

指定文化財の「勝田の獅子舞」，「佐山の獅子舞」がそれぞれ勝田大同団，佐山獅子舞保存会によっ

て実施され，教育委員会職員がその実施状況を確認し記録をいたしました。 

1  勝田の獅子舞 

 令和 7年 9月 7 日（日）  勝田 円福寺，駒形神社 

   

   
 

2  佐山の獅子舞 

 令和 7年 9月 23 日（祝） 佐山 熱田神社，妙福寺 
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一部改正案に係る新旧対照表 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目次 

議案第２号 八千代市立小学校，中学校及び義務教育学校の通学区域に関する規則の一部を改正する規則・ ・ ・ ・ ・１ 

議案第１号資料



新旧対照表の見方について 
 
 
１ 左側に「現行」として現在の条文を，右側に「改正案」として改正案文が入った条文を表示しています。 

２ 原則として改正のある条だけを抜き出しています。 

３ 改正がない項及び号は，「（略）」としています。 

４ 改正案文に『第○条中「Ａ」を「Ｂ」に改める。』とある場合 

             → 現行（左側）のＡと改正案（右側）のＢに下線が引かれています。    

５ 改正案文に『第△条第□項を次のように改める。』とある場合 

             → 現行（左側）の第□項全文と改正案（右側）の第□項全文に下線が引かれています。 

６ 改正案文に『第○条中「Ｃ」を削る。』とある場合 

             → 現行（左側）のＣに下線が引かれています。（改正案（右側）には下線はありません。） 

７ 改正案文に『第△条中「Ｄ」の次に「Ｅ」を加える。』とある場合 

             → 改正案（右側）のＥに下線が引かれています。（現行（左側）には下線はありません。） 

８ 改正案文に『第○条の次に次の 1 条を加える。』とある場合 

             → 現行（左側）は，空白です。改正案（右側）は，加えた条の全文に下線が引かれています。    

９ 改正案文に『第△条を削る。』とある場合 

             → 現行（左側）の削る条の全文に下線が引かれています。改正案（右側）は，空白です。 



 

議案第１号 八千代市立小学校，中学校及び義務教育学校の通学区域に関する規則の一部を改正する規則 
現行 改正案 

別表(第2条) 
1 小学校 

名称 通学区域 
(略) (略) 

八千代市立西高津小学

校 
 
 

高津の一部，高津団地5街区～高津団地7街
区，大和田新田の一部，緑が丘2丁目17番地

～緑が丘2丁目19番地，緑が丘西2丁目12番2
及び緑が丘西2丁目12番16 

(略) (略) 
八千代市立みどりが丘

小学校 
 

緑が丘西1丁目6番地～緑が丘西1丁目17番
地，緑が丘西2丁目の一部，緑が丘西3丁目～

緑が丘西8丁目及び吉橋の一部 
八千代市立八千代台東

小学校 
(略) 

2・3 (略) 
 

別表(第2条) 
1 小学校 

名称 通学区域 
(略) (略) 

八千代市立西高津小学

校 
 

高津の一部，高津団地5街区～高津団地7街
区，大和田新田の一部及び緑が丘2丁目17番
地～緑が丘2丁目19番地 

(略) (略) 
八千代市立みどりが丘

小学校 
緑が丘西3丁目～緑が丘西8丁目 
 

八千代市立八千代台東

小学校 
(略) 

八千代市立みどりが丘

第二小学校 
緑が丘西1丁目6番地～緑が丘西1丁目17番
地，緑が丘西2丁目及び吉橋の一部 

2・3 (略) 
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